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制度の所管・関係
省庁 県及び森林管理署（国）

最終回答

横吹渓谷を含む篠山県立公園は、森林法第25条に基づき指定された保安林に該当し、優れた風景地と
して自然公園に指定されているだけではなく、そこに希少な植物等などが自生している地域でもあることか
ら、風致を維持するため特別地域にも指定されています。そのため、同公園では、29種類もの植物につい
て条例で採取等が禁止されているなど、余り知られていない植物等であっても地域の宝ともいうべき自然環
境を後世に残していく場所となっています。
県が自然公園条例で開発行為等の許認可等を行っている趣旨は、仮に遊歩道の拡張であってもこうした
植物等への配慮がなされているかなど、地域の貴重な生態系や生物多様性を守っていくためのものです。
また、提案されている行為は、森林法第34条による許可（市権限）や同法第26条による保安林指定の解除
（県権限又は国へ協議）が必要であるものが含まれています。届出とは異なり、行為ごとの審査が必要であ
り、仮に上記県立自然公園条例で許可された行為でも、一定規模を超える開発などについては、森林法に
おいては許可されない場合もあることから、事前に申請者と許可権者による綿密な協議が必要となります。
今回の提案を踏まえ、窓口の一元化等が可能かどうか検討を行いましたが、実際に行われる行為の内容
によって、関係する行政庁がその都度異なり、場合によっては他の法律等の権限が絡む可能性がありま
す。また、仮に受付（書類の受け取り）だけを一元化するとしても、提出書類に不備等がないことを確認した
上で受理する必要があるため、手続きに時間を要したり、関係部署や申請者との間で混乱が生じる可能性
があります。
したがって、それぞれが専門性をもって対処することが必要であることや、上記の理由により、一元化や簡
略化は困難ですので、行為ごとに個別に協議・申請していただくようお願いします。

渓谷の自然を活かした最小限の整備で、遊歩道・トイレ・東屋の修繕、不法投棄対策等を検討しています。
・市の直営事業で遊歩道の修繕のための材料費。
・流された橋も数本あり、復旧もしていきたい。簡易な構造物での復旧。
・県道から谷までの資材運搬が必要なため、仮設のモノレールの設置。
・安全になった遊歩道から通行できることを知らせる案内看板の設置。
・不法投棄を減らすため、県道路側に渓谷のパネル設置等。
・横吹渓谷には駐車場がないため、道の駅（やすらぎの里）から、渓谷までの１０ｋｍのサイクリングによる観光プログ
ラムの事業化等。

①県立自然公園条例施行規則の第16条（行為許可申請）②国
有財産法（国有林地内）③森林法25条（保安林）の申請の簡素
化

具体的事業の実施内容・提案理由

　この渓谷は、再び憩いの谷に戻すための事業には、３つの許可届出等が必要です。土地の所有者である森林管理
署（国）、 県立篠山自然公園の指定による（行為）許可関係、そして、保健保安林指定に伴う申請関係です。
　維持修繕を超える行為も今後考えられるため、申請の一元化、簡略化等できないか。

1. 県民活動分野

提案が実現した場合に、補助制度「新ふるさとづくり総合支援事業」を活用して実施したい事業の概要（※該当がある場合のみ記載）

対応区分 Ａ－５（対応不可）

『えひめ夢提案制度』　夢提案様式

新居浜市　経済部運輸観光課 提案主体分類コード

要望事項（事項名）

　横吹渓谷は、昭和40年頃、県立自然公園の指定に前後して、市町合併前の旧津島町が、遊歩道、トイレ、東屋を整
備しました。美しいV字渓谷で、整備して数十年は,地元の憩いの場として子どもたちの遠足、お節句、春や秋の紅葉の
季節には訪れる人も多かったようです。
　しかしここ数十年は、豪雨増水や老朽化により、遊歩道が寸断され、また谷の上を通る県道からの不法投棄で渓谷
の斜面に粗大ゴミや空き缶空き瓶が目立ち、景勝地は姿をかえ、訪れる人もほとんど無くなっていました。

　今回、市民団体（南予TAC）と市役所の協働で不法投棄されたゴミの回収を渓谷の一部で行いました。今後、寸断さ
れた遊歩道の整備や清掃活動や不法投棄対策の施策を官民共同で行うため、事業行為の申請を簡略化できない
か、提案するものです。

提案分野

求める措置の具体的内容

根拠法令等
愛媛県立自然公園条例施行規則の第16条、国有財産法、国
有林野の管理経営に関する法律、森林法25条（保健保安林） プロジェクト

名
県立篠山自然公園【横吹渓谷】を美し
い憩いの川へ再び　プロジェクト

提案の公開の可否


